
はじめに
法人税法基本通達9－4－1では、
法人がその子会社等の解散、経営権の
譲渡等に伴い当該子会社等のために債
務の引受けその他の損失負担又は債権
放棄等（損失負担等）をした場合にお
いて、その損失負担等をしなければ今
後より大きな損失を蒙ることになるこ
とが社会通念上明らかであると認めら
れるためやむを得ずその損失負担等を
するに至った等そのことについて相当
な理由があると認められるときは、そ
の損失負担等により供与する経済的利
益の額は、寄附金の額に該当しないも
のとするとされています。また、子会
社等には、取引関係、人的関係、資金
関係等において事業関連性を有する者
が含まれるとされています。
今回は、上記通達が争点となった事
例をご紹介いたします。

Ⅰ．事業譲渡に伴って行わ
れた子会社に対する債
権放棄

平29．1．19東京地裁（Ｚ267－12962）
（棄却）
平29．7．26東京高裁（Ｚ267－13038）
（棄却）（確定）

1．事案の概要
本件は、Ａ社（原告、控訴人）が、
財務改善計画（本件計画）の一環とし
て、子会社2社（Ｂ社とＣ社）の事業
を同じグループ会社であるＥ社に譲渡
するのに伴い、Ａ社が子会社2社に対
して有する貸付金等債権の全額を放棄
したことについて、本件債権放棄額は
子会社2社に対する寄附金に該当する
として更正処分を受けた事案です。
2．裁判所の判断
本件子会社2社の資産状況や支払能
力等の債務者側の事情に照らし、直ち
に本件債権放棄に係る債権の全額が回
収不能であったとはいい難いというべ
きである。
Ａ社の主張に係るその余の点（子会
社2社に係る債務超過の状態が相当期
間継続しているか否か）について判断
するまでもなく、本件債権放棄額につ
いては、基本通達9－6－1（4）の
適用を受けるものではない。

本件子会社2社は、売上高や売上総
利益等の推移のほか、当該借入金の全
部又は大半に係る債権者がＡ社及び同
じグループ会社であったこと、Ａ社か
ら提案されそのメインバンクであるＪ
銀行により承認された本件計画におけ
る諸費用削減等の諸施策による財務及
び収益の改善等の見通しに加え、本件
貸付金等債権については上記の改善が
見込まれる収益の中から将来的に一定
の範囲で回収される可能性が想定され
たものといえること等に照らすと、本
件債権放棄の当時、所論のように倒産
の危機に瀕した状況に至っていたとは
いえないとみるのが相当である。
また、本件債権放棄は、Ｊ銀行から

の要請を受けたものではなく、本件計
画書上も明記されていないなど、Ａ社
における財務及び収益の改善の計画に
おいて必要不可欠のものであったとは
いい難い。そして、本件事業譲渡の当
事者がいずれもＡ社の子会社であるこ
と等に鑑みれば、Ａ社は、本件事業譲
渡の内容や条件について主体的かつ自
由に判断することのできる立場にあっ
たものといえ、他に本件子会社2社の
整理に当たって本件貸付金等債権を処
理しなければ両社の従業員の再雇用を
余儀なくされて人件費の増大等のより
大きな損失が生ずるといった事情もう
かがわれないことからすれば、本件債
権放棄は、当時の状況の下で経済的合
理性の観点から特段の必要性があった
とは認め難く、同通達9－4－1にい
うやむを得ずこれをするに至ったなど
の相当な理由があったとはいえない。

Ⅱ．中国子会社に対する債
権放棄

平28．4．14公表裁決（Ｊ103－3－11）
（一部取消し）

1．事案の概要
本件は、中国子会社を清算する際に

行った債権放棄について判断された事
例です。
本件子会社は、中国ｄ省ｅ市委員会

から、都市開発を理由に工場の土地建
物を明け渡すよう求める旨の通知を受
けたことから事業を終了することとな
り、本件子会社を破産させると、中国
での請求人に対する信用を失い、関連
会社を通じての事業継続が難しくなる

との理由から、請求人は、破産を申し
立てることなく、債務超過分について
は、請求人が本件子会社に対して有す
る債権を放棄することによって本件子
会社を清算することとしていました。
原処分庁は、請求人が「放棄債権声
明文」と題する書面（本件声明文）を
子会社に対して交付した後に、子会社
から、売掛債権の一部や現金を受領し
ていたこと等から、請求人が、本件声
明文により、本件売掛債権を放棄した
とは認められないと主張していまし
た。
2．審判所の判断
本件売掛債権の放棄に至る経緯等か
らすれば、請求人は、本件子会社を破
産させることなく清算する必要から、
売掛債権の全額を放棄したと認めるの
が自然であり、本件売掛債権の放棄
は、請求人の真意に基づくものといえ
る。
したがって、本件声明文の交付をも
って、請求人は、本件売掛債権を有効
に放棄したと認められる。
本件子会社は、本件売掛債権の放棄
の直近の各会計期間の末日において、
債務超過ではなかった。（中略）本件
では、本件売掛債権の放棄時におい
て、本件子会社が経営危機に陥ってい
たとはいえず、また、本件子会社の事
業継続が可能であったにもかかわら
ず、同社の清算決定が行われたのは、
請求人の経営判断によるものであり、
請求人が本件子会社の清算に伴う損失
負担を行う相当の理由も認められない
ので、本件売掛債権の放棄に経済合理
性が存するということはできないか
ら、基本通達9－4－1は適用されな
い。
また、本件では、本件子会社の債務
超過が相当期間継続した事実はなく、
基本通達9－6－1の（4）も適用さ
れない。したがって、本件売掛債権の
放棄に係る損失の額は、法人税法上の
寄附金の額に該当する。

Ⅲ．特約店に対する売掛金
の減額

平11．6．30公表裁決（Ｊ57－3－24）
（一部取消し）

1．事案の概要
本件は、石油製品卸売業を営む請求

人が不採算又は後継者難の本件特約店
（石油スタンド）に対し、売掛金の減
額処理を行ったことが、寄附金に該当
するか否かが争点となった事例です。
請求人は、請求人の将来の損失をで
きるだけ少なくするための自己防衛策
として、不採算スタンド、事業後継者
難等で生き残る見込みのない特約店に
ついては、廃業等を積極的に要請し、
廃業等の条件が合意できた特約店に、
廃業等に伴う整理に必要な資金を支援
することは、経営改善策の一方策であ
り、事業遂行上、真にやむを得ない費
用であると主張しました。
2．審判所の判断
請求人が将来の石油業界の経済環境
等を踏まえ、本件特約店側の経営事情
というより、請求人における総合的経
営戦略として、不採算特約店に対して
は、廃業等を積極的に誘導し、廃業等
の条件が合意に達した本件特約店につ
いては、廃業資金、経営改善資金とし
て支援したことは、むしろ、現状打開
策の一環として、経営遂行上、真にや
むを得ない費用であり、客観的にみて
経済的合理性を有し、社会通念上も妥
当視される処理と認められる。
請求人は、支援の方法として売掛金
の減額処理の方法を採ったもので、実
質的には債権放棄と認められ、その債
権放棄をするに至ったことについて
は、債権放棄をしなければ、今後より
大きな損失を蒙ることが予想され、債
権放棄したことによって請求人にメリ
ットがあると判断できる。
本件売掛金の減額処理は、請求人自
らの経営改善策の一方策であり、事業
遂行上、真にやむを得ない費用であ
り、寄付金には該当しない。

おわりに
TAINSで上記判決等を検索する場
合のキーワードは、「寄附金」、「法基
通9－4－1」です。

TAINSの入会に関するお問い合
わせは、データベース事務局へ
TEL 03（5496）1195
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